
船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月１０日 １１時３３分ごろ 

発生場所 大阪府阪南市貝掛海岸西方沖 

 下荘港西防波堤灯台から真方位０８３°１,０９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３５°１３.２′） 

事故の概要  水上オートバイspece
ス ペ ー ス

９及び水上オートバイ C H P
シーエイチピー

は、共に遊走

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年４月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ spece９、０.１トン 

   ２５２－５５２７２大阪、株式会社弘真 

Ｂ 水上オートバイ CHP、０.１トン 

   ２５０－５２４３３大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

同乗者Ｂ 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、貝掛海岸西方沖を遊走中、Ｂ船

と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、後部に同乗者Ｂを乗せ、貝掛海

岸西方沖を遊走中、右舷後方を航行していたＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、右舷後方から接近するＡ船に気付いていなかった。 

分析  Ａ船は、貝掛海岸西方沖において、遊走中、Ｂ船と衝突したものと

考えられるが、船長Ａから情報を得ることができなかったため、Ｂ船

と衝突した状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、貝掛海岸西方沖において、遊走中、船長Ｂが、周囲の見張

りを適切に行っていなかったことから、右舷後方から接近するＡ船に

気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が共に遊走中、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


